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１ 検証の目的 

  平成３０年、群馬県Ａ市内において、生後 2か月の男児（以下「本児」という。）が父（母

とは内縁関係。事件後、本児を認知）から暴行を受けたとされる事案について、再発防止に

寄与することを目的として検証を行ったものである。 

  また、本事案は、現在も刑事裁判係属中であり、検証の時点までに把握した情報に基づい

てとりまとめを行ったものであることを申し添える。 

 

 

２ 検証の方法 

○ 本検証は、再発防止策を検討するためのものであり、特定の組織や個人の責任追及、

関係者の処分を行うためのものではないことを確認の上、検証を行った。 

 
 ○ 関係機関が保有する資料の提出を受けるとともに、公判の傍聴や父母との面談、関係者

からのヒアリングを行い、事案の全体像及び関係機関の関与の状況等の情報を収集し、整

理し、分析した。 

 

○ 調査結果に基づき、Ｂ児童相談所及びＡ市の対応における問題点や課題を整理し、再

発防止のために必要な対応策を検討した。 

 

○ 検証のための会議やヒアリングは、プライバシー保護の観点から一部を除き非公開と

した。 

 

３ 検証経過 

  第１回検証   令和元年５月１７日 

①検証の目的、検証方法の確認    ②事例の概要及び経過の説明 

 ③関係者からのヒアリング 

 第２回検証   令和元年９月１３日 

  問題点・課題の抽出（論点整理） 

 第３回検証  令和元年１１月２０日 

 ①問題点、課題に対する提言の検討  ②再発防止の取組検討 

 ③報告書（素案）の検討 

 第４回検証   令和２年１月２７日 

  報告書（案）のまとめ        

 第５回検証   令和２年２月１８日 

報告書（案）の最終整理 
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４ 事案の概要と経過 
   検証の趣旨を損なわない範囲で、個人を特定できる情報を削除する等、プライバシーの

保護に配慮した。 

 

（１） 事案の概要 

    平成 30 年、Ａ市内の本児宅において、父が、本児の鼻と口を手でふさぐ、体を前後

に揺さぶる暴行を加えたとされている。 
   本児は搬送先の病院で、脳浮腫、硬膜下血腫、多発性網膜出血、肋骨骨折（26 カ所以

上）、脊椎圧迫骨折等の診断を受けた。 

 
※ 平成 31 年 地裁（第一審）において実刑判決 

（殺人未遂罪・傷害罪 懲役 10 年） ＜即日控訴＞   

※ 令和 2年 高裁（第二審）において控訴棄却   

※ 令和 2年 最高裁判所に上告中 
 
 
（２） 家族構成（Ａ市在住の３人家族） 

  ※ 家族関係及び年齢は事件当時のもの 

 

父（３２歳） ※本児の実父（母とは内縁関係） 住民登録せず 

  母（２９歳） 

  本児・男（０歳） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ジェノグラム 

0

d:h23

29 32

d:h19
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（３） 事案の経過（概要）  

時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

妊娠 33 週 

 

 

 

 

 

 

 

翌 日 

 

 

妊娠 35 週 

 

 

 

 

妊娠 36 週 

 

 

翌 日 

 

 

 

同 日 

 

 

 
Ｃ病院から電話 

胎児の父親は無職で入籍する予定はなく、母

はその人と相談して乳児院に預けることを決め

たという。 
※ ４日前にＡ市保健センターで母子健康手帳

を取得した旨を確認 
 
 
Ｃ病院に電話 

母にＢ児相かＡ市に相談するよう伝達を依頼 
 
母から電話 

Ｃ病院から電話するよう言われたとのこと（担

当者不在。土日を挟み週明けに電話することと

する。） 
 
母に電話 

9:30、13:50、19:00 と電話するが応答せず。 
 
母から電話 

出産したら乳児院に預けたいとのこと。 
→ Ｂ児相に相談するよう伝える。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母から電話 
・ 翌月末（２７日後）に出産予定だが、

子どもを養育するお金がなく、出産後は
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 日 

 

 

 

翌 日 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

母に電話 
出産に向けてＡ市が支援する旨を伝える。 

→ 母は市への来所相談を希望 

 
母と面接 

 母からの聞き取りを実施 

→ Ｂ児相に面接概要を報告する。必要な時に

Ｂ児相に連絡をしてほしいとのこと。 

乳児院に預けたい。 

・ 内夫がいるが、結婚は未定。内夫は病気

のため働けない。 

・ 母方祖父母には相談していない。 

・ 乳児院に預けた後の引取りは未定。 

→【対応】 

・ 母方祖父母に相談するよう助言。 

・ 本児が家庭復帰できない場合も想定

し、養子縁組、里親についても説明。 

・ Ａ市とＢ児相で調整する旨を伝える。 

 
Ａ市に電話 

母からの聞き取り状況を伝え、Ａ市も母

から詳細に聞き取り、支援を検討するよう

依頼。    

Ａ市は、母を特定妊婦として受理し、母

から聞き取りを行うとのこと。 

→ 乳児院に預けたいとの希望があれば、

Ａ市からＢ児相に繋ぐ旨を母に伝えるよ

う依頼。 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

その翌日 

 

 

 

 

その翌日 

 

 

 

 

妊娠 37 週 

 

 

 

 

妊娠 38 週 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
母に電話 

母は出産費用の関係でＥ病院への転院を希望  

→ Ｅ病院に受入れの了解を得たため、母にそ

の旨を伝える。 

 
母の受診に同行（Ｅ病院） 

※ 母と助産師、ＭＳＷとの面接に同席 
母だけの意見なら育てたい等話すが、面接の

最後に乳児院に預けたい旨が話される。 
 
母の受診に同行（Ｅ病院） 

※ 母とＭＳＷの面接に同席 
 内夫や母方祖父母に何も話していないとのこ

と。 
 

Ａ市要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」）

個別ケース検討会議（Ｅ病院） 

参加者：母、Ｅ病院(医師・ＭＳＷ・助産師) 

Ｂ児相 Ａ市 

 

＜検討結果＞ 

・ 母は母方祖母の養育支援を得ること。 

（翌日の健診に祖母の同行を要請すること） 

・ Ａ市は特定妊婦として対応する。 

・ Ｂ児相は一時保護が必要な場合に対応す

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ市要保護児童対策地域協議会 

個別ケース検討会議（Ｅ病院） 

同左 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

翌 日 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠 39 週 

 

 

 

２日後 

 

 

 

その翌日 

 

 

その翌日 

 

 

 

同 日 

 

 

 

 

母の受診に同行（Ｅ病院） 

※ 母方祖母が同席 
母は、出産後は実家に里帰りするつもりであ

る旨を穏やかに話す。 
母方祖父母によると、出産後、母がしばらく里

帰りすることに母方祖父も同意しているとのこ

と。内夫のことは何も聞いていないとのこと。 
 
 
 
 
 
Ａ市要対協（実務者会議） 

経過及び状況等が報告される。 
 
 
母が陣痛でＥ病院へ 

現地で母と面接 ※ 母方祖母が同席 
 
母が本児を出産 

 
 
 
受理判定援助方針を決定 
→ 特定妊婦としてのケースを終了し、本児を

養護相談(養育力欠如)で受理し、支援継続。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｅ病院（ＭＳＷ）に電話 

3 日前の健診は、母と母方祖母が来院し、

母方祖母とも話ができたとのこと。 
 
Ａ市要対協（実務者会議） 

同左 
 
 
 
 
 

Ａ市から電話 
本児を出産したこと、母は退院後、里帰り

を希望している旨が報告される。 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

生後３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

生後４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 日 

 

 

生後５日 

 

 

 
母及び母方祖母と面接（Ｅ病院） 

母は内夫に里帰りを切り出せないと泣く。 内
父に言い返されるのを恐れて話せないとのこ

と。言葉に威圧感があるが暴力はないなどと話

す。母は、子どもを育てたい、離したくないと話

す。 

母方祖父は母の出産を喜び、里帰りに賛成し

ているとのこと。 

 
母と面接（Ｅ病院） 

内夫に電話したところ、「アパートに帰ってく

れば」と言われた。内夫は、自らの住所を本児宅

に移し、入籍する、名前も考えていると言ってい

た。アパートに帰ってやっていこうかなと思っ

ているとのこと。 

→ 産後の育児、母の体の大変さ等を伝え、実

家に里帰りするよう強く勧める。 

→ 退院後、母が実家に戻らず、アパートで生活

することも想定し、保健師（Ａ市保健部門）に

連携を要請。 

 
Ｄ町（要対協事務局）に電話 

母が里帰りする場合のフォローを依頼 
 
Ｂ児相に電話 

経過と本児を乳児院に預ける可能性が殆どな

い方向である旨を報告。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ市から電話 

 同左 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

同 日 

 

 

 

 

 

 

生後６日 

 

 

 

 

 

同 日 

 

同 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
母と面接（Ｅ病院） 

退院後はアパートに帰って生活する。内夫が

受入れの意思を示している。アパートに年末ま

でいて、年始は実家に帰りたいとのこと。 

→ 年末までの間、母方祖母の支援を受けるよ

う勧める。 

 

母及び母方祖母と面接（Ｅ病院） 
アパートに帰って生活する。年始は実家に行

くとのこと。 

→ Ａ市の子育て支援施策のチラシを渡して説

明する。 

 

母子が退院 

 
家庭訪問を実施し、母、母方祖母、内夫と面接 

内夫に対し、「今日から本児が帰ってきて夜

も昼もずっと泣く。明日から母の実家に帰るま

でが 2 人で大変だと思うが大丈夫か」と確認す

る。 

→「大丈夫です。」と答える。 

 

※ 母子が寝る部屋はきれいに清掃され、布団

が整えられていた。 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

生後１３日 

 

 

 

 

 

 

 

生後１４日 

 

生後１８日 

 

同 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本児、母、母方祖母が来庁（出生届等） 
Ｅ病院での健診後で母子ともに順調とのこ

と。年末は、内夫と 2 人で育児した。内夫は本

児を風呂に入れてくれたとのこと。年始は予定

どおり実家に里帰りしていたと話す。 

※ 母の左首筋に３カ所くらい１㎝程度の薄い

アザのようなものを確認 

 

母に電話（応答せず） 

 

母に電話（応答せず） 

 

約束なく家庭訪問を実施 

本児を抱いた母と面接する。 

本児は体重の増加もよく、皮膚や服はきれい

で、部屋には洗った本児の服が干してある状況。

母は本児をかわいがっていた。母が疲れている

様子だったため、労い、心配事があるか聞くが、

特に大丈夫とのこと。 

内夫は、本児を入浴させているとのこと。 

母の左首筋のアザはわからず、首の下にほぼ

かさぶたになった、薄く細い傷痕（横の線）の

ようなものを数本確認。 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

生後２５日 

 

 

 

 

 

 

生後２６日 

 

 

生後１ヶ月

２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生後１ヶ月

２８日 

 

 

助産師の家庭訪問（Ａ市の事業）の際の状況を確

認 

母が頑張って母乳をあげて育児をしていた。

本児の生育は良好、母方祖母が来て８時間位居

てくれた、家の中は汚く、母の表情が暗いのが気

になる等の所見 

 

Ａ市要対協（実務者会議） 

経過及び状況等が報告される。 

 

１ヶ月児健診に同行（Ｅ病院） 

本児、母、母方祖母と面接。本児の発達・発育

に問題なし。 

母は、予防接種や 3 か月健診は、近所のＦ病

院に行こうかなと話す。 

本児は服や肌がきれいで、生育が良好。母は

頻回の授乳を頑張っていた様子。 

内夫は、風呂だけは入れてくれる、今朝も本

児を風呂に入れてくれたと嬉しそうに話す。母

が言えば、ミルクをつくったり、オムツを替え

たりもしてくれるとのこと。 

母方祖母は、今まで仕事が休みの日にアパー

トに行って手伝ったという。 

 

母に電話（応答せず） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ市要対協（実務者会議） 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本児がＦ病院に受診 
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時 期 
経              過 

Ａ     市 Ｂ児童相談所 本 児 宅 

 

生後１ヶ月

２９日 

 

生後１ヶ月

３０日 

 

 

生後２ヶ月

２日 

 

 

 

 

生後２ヶ月 

９日 

 

 

 

 

 

生後２ヶ月

１０日 

 

 

母に電話（応答せず） 

 

 

Ａ市要対協（実務者会議） 

経過及び状況等が報告される。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ａ市要対協（実務者会議） 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本児がＦ病院で予防接種を受ける。 

 本児の左頬に２箇所の皮下出血

が確認される。 

→ 母はテーブルにぶつけたと説

明 

 

本児がＦ病院で予防接種を受ける。 

本児の右頬に新しい皮下出血が

確認される。 

→ Ｆ病院の虐待マニュアルに従

い、医師が本児を裸にして全身を

確認 

 

本児がＧ病院に搬送 

脳浮腫、硬膜下血腫、多発性網膜

出血、肋骨骨折（26 カ所以上）、脊

椎圧迫骨折等の診断を受ける。 
 

 

※ 上表は事件当時（父が本児を認知する前）の出来事を整理したため父を「内夫」と記載した。
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【公判（第一審）での証言内容等】  

  

（１） 生活状況等 

       母と父は、Ｈ25年頃から同棲を始めた。父は胃がんとのことで働けないとして、母の

収入で生活していた。Ｈ26 年頃から母の浮気を疑い、暴力を振るい始めた。 

ＤＶは、日常的（母の証言では週に１～２回程度）に行われ、髪の毛を引っ張る、足

や腕を蹴るなどされていた（但し、本児の妊娠が判明した後は出産後までＤＶはなかっ

た。）。 

      本児の育児は母が行い、父は、ほぼ毎日パチンコ店に通っていた。 

また、母は、Ｈ27 年に父の子を妊娠したことが判明したが、父が出産に反対し、堕胎

している。 
 

（２） 母の妊娠・出産等について 

    妊娠 28週  母の妊娠が判明  

→ 母は出産を望むが父は出産に反対する（金がない。母には子育ては

無理など） 

      妊娠 31 週  堕胎相談（医師から乳児院を紹介される） 

    生後 3日  母が父に本児を育てたい旨を希望 

         → 父が本児の養育を受け入れる。 

 
（３） 本児のケガの状況等 

    事件当日（生後 2か月 10 日） Ｇ病院に搬送 

          脳浮腫、硬膜下血腫、多発性網膜出血、肋骨骨折（26 カ所以上）、脊椎圧迫骨

折等 

     （虐待の兆候） 

     Ｆ病院（Ａ市内）で本児が受診（付き添い：母） 

     生後 28日    受診 

     生後 2 ヶ月 2日 受診（本児の左頬に 2カ所の皮下出血） 予防接種 

→ 母はテーブルにぶつけたと説明 

     生後 2 ヶ月 9日 受診（本児の右頬に新しい皮下出血） 予防接種 

         → Ｆ病院の虐待対応マニュアルに従い、医師が本児を裸にして全身を確認 

（首から下にはアザは認められず。レントゲンを撮らず、肋骨を 1本 1本確

認することはせず。） 

 

 （４） 母及び父の主張 

    ① 母の証言（要旨） 

生後 1 ヶ月頃以降から父が本児の泣き声にイライラし、日常的に父が本児に対し以

下のような暴行していたと主張 

 

     ＜日常的な暴行の内容＞ 

本児の体を背中側に二つに折る（母は「エビ反り」と表現） 

手で本児の鼻と口をふさぐ 

手で本児の顔を強くつかむ 

手を本児の両脇に入れて本児を持ち上げ激しく前後に揺さぶる 

本児の胸を手で強く圧迫する 
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本児のおでこに頭突きをする 

本児を物のように投げつける 

本児の顔に水道の蛇口から水をかける 

猫のように本児の首をもって振り子のように揺さぶる 等 

 

※ ＤＶに対する母の証言（要旨） 

・ 本児を守ろうとして、本児の上に覆い被さるなどもしたが、父に踏みつけられ

た。日常的に父からＤＶを受けていたため、頭ではわかっていても行動できなかっ

た。 

・ 生後 2ヶ月頃、自宅リビングで本児の世話をしていた際、父から左腰部を蹴られ

た後、足で踏みつけられた。 

・ 暴力行為を受けた経緯は覚えていない。 

 

     ② 父の証言（要旨） 

・ 本児を寝かしつけようとして、手で鼻と口を覆っただけである。 

・ それ以前に、本児の鼻と口を手で覆うと本児が寝ることを経験したため、日常的に

行うようになったものであり、殺意はなかった。 

・ 本児の傷害結果は母による暴行で生じた。 

・ 母への暴行については、母が本児の上に馬乗りになっていたため、本児を守るため

に母を蹴った（正当防衛を主張）。 

 

（５） 裁判所が認定した事実 

    裁判所は、鼻口部をふさぐ行為（閉塞行為）と脳浮腫との間の因果関係は認めたが、閉

塞行為と脳浮腫以外の各傷害との間の因果関係及び揺さぶり行為と各傷害との間の因果

関係はいずれも認められないとした。 

 

（６） 判決 

     父に「未必の殺意」があったとして懲役１０年の実刑判決が下された。 

  

 ※ 上記（１）～（４）には、事務局職員が公判（第一審）を傍聴し、父母の証言、検察官や弁護

人の発言等をもとに記載した事項を含む。 

 
 

５ 事案の検証における問題点・課題の整理 

本児の出産後、乳児院へ預けたいとの相談を母から受けたＡ市は、Ｂ児童相談所に連絡するよう

母に助言、また、Ａ市はＢ児童相談所に本事案を連絡し、両機関で関わりをもった。Ａ市とＢ児童

相談所との間で調整した結果、Ａ市が主に担当することになった。 

Ｂ児童相談所職員も出席するＡ市要対協で取り上げられており、両者において情報共有が図ら

れていた事案である。 

   

  当部会において、確認した事実及びその問題点・課題は次のとおりである。 

 

（１） 適正なリスク評価について 

    B 児童相談所や A 市の調査において、父に関する情報の把握が不十分であったためリスク

要因の把握が十分ではなかった。 
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    また、Ｂ児童相談所においては、職員がＥ病院で開催されたＡ市要対協（個別ケース検討会

議）に出席したが、児童相談所の受理会議で検討するなど組織的なリスク評価を行わなかった。 
 
    適正なリスク評価が行われなかったことが、下表の問題点・課題の発生に繋がっていったも

のと考えられる。 
 

 確認した事実 問題点・課題 

１ 

父は、以前、Ｈ市に住民登録していたが職権消

除され、その後、Ａ市にも住民登録をせず、住

所不定の状態であった。また、父の素性が不明

であった。 

父が住民登録をしていないことを大き

なリスクと捉え、職権消除される前の

住民票や戸籍を調査したり、父からの

ＤＶや虐待を念頭に、母から詳しく聴

取すべきであった。 

２ 

母が、予防接種等のため、本児をＦ病院に受診

させるかもしれない旨をＡ市に話していたが、

不確定であったためプライバシーの問題を考慮

して、Ｆ病院に事前に情報提供しなかった。 

不確定な情報について、改めて確認を

行い、今後の動向を明らかにした上

で、特定妊婦であった母に関する情報

を事前にＦ病院に提供する必要があっ

た。 

 

３ 

Ａ市が支援をする中で、母が熱心に本児を養育

し、発育も順調であったこと等から生後 1 か月

2 日の受診同行以降、1 月以上本児の安全確認が

なされていなかった。 
 

Ａ市要対協において、安全確認をする

時期（間隔）等、ケースへの対応につ

いて具体的に協議・検討する必要があ

った。 
 

 

（２） 医療機関からの虐待通報について 

本児がＦ病院で健診や予防接種を受けた際、複数回にわたって顔の皮下出血が確認されて

いたが、B 児童相談所や A 市に児童虐待の通報がなされなかった。 

 

（３） 行政に支援を求めない（求められない）方への対応について 

この検証を進める中で、父母とも面会し、当時の考えを確認したところ以下の問題点・課題

を把握した。 

   ① 父 

     当時、行政として何かできることはなかったかとの問いに対し、父母ともに行政に相談す

る（支援を求める）気はなかった旨を話した。 

   ② 母 

     当時の考え・状況について以下のとおり打ち明けた。 

    ・ 父に支配されていたため相談した方がいいと思ってもできなかった。 

・ 本児のケガがＦ病院で見つかった際、Ｆ病院から警察などに通報されれば事情を話した

かもしれない。 

・ 行政は話を聞くだけで本気で動いてくれるのか疑問をもっていたが、（ＤＶから逃れる

ための措置をわかりやすく教えてもらい、）安心できると思えば相談したかもしれない。 
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６ 再発防止のための提言 

  以上の検証を踏まえ、当部会として次のとおり提言する。 

 
（１） 適切なリスク評価の徹底について 

・ 児童相談所や市町村においては、同居者や親族の生活状況や就労状況、戸籍の調査など、

子どもを家庭で育てるにあたってのリスク要因がないか十分に評価すること。 
さらに、この事案のように、同居者が住民登録をしていない場合にはハイリスクケースと

して扱い、市町村要対協（個別ケース検討会議）を開催し、ＤＶや虐待の可能性を踏まえ、

保護者への関わり方を検討していくこと。 
 
・ 児童相談所においては、市町村要対協（個別ケース検討会議）に出席するなど特定妊婦に

ついて把握した場合には、必要な調査を行った上で受理会議に諮り、適正なリスク評価のも

と自らがどのようにかかわっていくのか、あるいは市町村の対応についてどのように助言

していくのか等、十分に検討すること。 

 

・ 県においては、出産後、乳児院に預けることを希望する者などを特定妊婦として適切にリ

スク評価する仕組みを構築するとともにリスク評価の実行を徹底すること。 
ついては、妊娠届出時などの面接において、特定妊婦の把握及び適正なリスク評価（児童

虐待と DV が密接な関係にあることを踏まえ、DV の有無・将来起こり得る可能性の高さ等

の評価も含む。）ができるよう、アセスメントシートの見直し等を行うこと。 
 
（２） 児童虐待の防止に向けた情報共有について 

・ 児童相談所や市町村においては、特定妊婦などリスクを高く評価した保護者が子どもを受

診させようとする医療機関を把握した場合には、児童虐待の未然防止、早期発見に資するよ

う、事前に情報提供するとともに受診した場合の情報共有を徹底すること。 

 

・ 市町村においては、郡市医師会等と連携し、小児科医と日頃から密接に情報交換できる体

制を整備し、リスクの高い家庭の児童を健診に繋げる取組を実施すること。その際は、健診

の機会を十分確保してもらうよう配慮を求め、その結果についても情報共有できることが

望ましいものであること。 

 

（３） 医療機関からの虐待通報を促す取組の強化について 

・ 虐待を受けた子どもが、かかりつけ医（診療所等）で診察を受ける場合が多いことから、

県として、専用の虐待対応マニュアルを作成、配布するとともに、説明会の開催による周知

徹底を図るなど、児童虐待の見逃し防止や虐待が疑われた場合の確実な通告に繋げること。 

 

・ 児童相談所においては、市町村要対協（代表者会議）等を通じて郡市医師会とも十分に連

携し、かかりつけ医（診療所等）において虐待の疑いがあった場合の対応が円滑に行われる

ようにすること。 

 
（４） 行政機関に相談しない（相談できない）保護者への対応について 

・ 児童相談所や市町村においては、ＤＶ被害を受けるなど相談した方がいいと思っても、相

談できない保護者がいることを念頭におき、必要に応じて担当部門と連携の上、行政機関と

して何ができるかを早い段階で説明すること。 
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説明にあたっては、資料を手渡すなど相手方の理解が進むよう工夫するとともに、その説

明に対する理解度の評価・確認を徹底すること。 
 （例） 

 ① 経済的理由等により子どもを育てられない場合 

 児童相談所による一時保護（短期間の一時的な保護） 
 里親や乳児院等への措置（将来の家庭復帰も見据えた場合） 
 特別養子縁組や普通養子縁組（将来の家庭復帰が望めない場合） 

 
② ＤＶ被害が相談された（懸念される）場合  

 県外の母子生活支援施設への入所 
 （必要に応じて）生活保護の受給        母子の安全が守られる旨 
 裁判所による配偶者等への接近禁止命令 等 

    
・ 一方で、行政機関に相談しない（支援を求めない）家庭については、児童相談所内での判

定会議や市町村要対協（個別ケース検討会議）において虐待のリスクを組織的に評価し、児

童虐待の懸念がある場合には、これまでどおり一時保護をすることを想定して介入してい

く旨も常に念頭に置くこと。 
 
（５） 児童相談所職員及び市町村職員の専門性確保と資質の向上 

・ 児童虐待が、その保護者を取り巻く様々な問題（社会的孤立、不安定な就労状況や経済状

況、心身の疾病や障害など）に起因するものであり、その対応には専門的かつ技術的な知識

やスキルが求められる。今後、児童相談所において、児童福祉司や児童心理司の増員が計画

されているが、県においては引き続き資質の向上等職員の育成に努めること。 

なお、育成にあたっては、職員が、過去に発生した児童虐待やＤＶの個別事例（他の都道

府県による虐待事例の検証報告等）の検討を行う機会を確保するとともに、児童相談所に配

属された職員が児童福祉司や児童心理司としてその職責が果たせるよう、育成を担当する

職員を十分に配置するなど組織的に取り組むこと。 

 

・ 市町村は、児童相談の第一義的な窓口であり、住民にとって身近な存在である。また、様々

な行政サービスを行っており、様々な支援が必要な家庭にとって重要な存在である。 

  重篤な児童虐待事案の対応は児童相談所に繋ぐことになるが、児童虐待の予防や早期発

見、児童相談所による対応後の地域での支援など果たす役割が大きく、Ａ市においても、本

事案も踏まえて家庭児童相談部門の体制強化が図られたところである。 

  県としても、引き続き市町村職員の専門性確保のための研修に努めること。 

 

（６） 保護者に対する児童虐待の予防・防止等に関する啓発普及の強化 

・ 県においては、児童虐待の予防に資するよう、県独自の子育て講座（ほめて育てるコミュ

ニケーション･トレーニング）の普及に努めているが、学童期の子どもに向けたもののみと

なっている。児童虐待の防止には、子どもの乳幼児期や思春期の対応も重要であることから、

子どもの年代に応じた講座の開発に努めるとともに引き続き全県的普及に努めること。 

 

・ 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年法律

第４６号）において、児童虐待の再発防止のための措置として、都道府県知事又は児童相談

所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第 27 条第 1 項等の規定により指導を

行う場合は、当該保護者について、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努める
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ものとされている（令和２年４月１日施行）。 

    ついては、県及び児童相談所においては、サインズオブセーフティアプローチ等の児童虐待

の再発防止のための専門的プログラムの習得・提供とともに児童虐待のリスクの高い保護者

向けの専門的なプログラムの習得・提供にも留意すること。 

 

 

７ 終わりに 

  この事案の検証を進める中で、あくまで結果論であるが、このような重篤な事態の発生を防ぐこ

とができた可能性を否定できないことが確認され、当部会の委員一同、胸を痛めるところである。 

  ＤＶ被害のため相談をした方がいいと思っても相談できない保護者の存在や行政機関としての

説明の在り方、医療機関からの虐待通報や情報共有の必要性など、この検証で得た教訓は大きいも

のと考えられる。 

このような事案を二度と発生させないためにも、児童虐待防止対策の企画・立案や児童相談への

対応においては、これらの教訓を常に念頭に置き、困難な状況にある保護者の支援とともに子ども

の命を守るための取組を強化し続けていくことが求められる。 

県や児童相談所、市町村においては、速やかに本提言の具体化に向けた取組に着手されたい。 

   



             群馬県児童虐待死亡事例等検証要綱 

 

１ 目的 

  検証は、虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握、発生原因の分析等を行い、 

必要な再発防止策を検討するために行う。 

 

２ 実施主体 

  県が実施することとし、検証の対象となった事例に関係する市町村は当該検証作業に参加、 

協力するものとする。 

 

３ 検証組織 

  検証組織は、群馬県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童措置・虐待対応専門部会（以 

下「専門部会」という。）とする。 

 

４ 検証委員の構成 

  検証委員は専門部会の委員で構成することとし、必要に応じて、関係者の参加を求めるこ 

とができるものとする。 

 

５ 検証対象の範囲 

  検証の対象は、県又は市町村が関与していた虐待による死亡事例（心中を含む）を検証の 

対象とする。ただし、死亡に至らない事例や関係機関の関与がない事例（車中放置、新生児

遺棄致死等）であっても検証が必要と認められる事例については、あわせて対象とする。 

 

６ 検証方法 

（１） 事例ごとに行う。なお、検証に当たっては、その目的が再発防止策を検討するための

ものであり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確にする。 

（２） 県は、市町村、関係機関等から事例に関する情報の提供を求めるとともに、必要に応

じ関係者からヒアリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。その情報を基に、専門

部会は関係機関ごとのヒアリング、現地調査その他の必要な調査を実施し、事実関係を

明らかにするとともに発生原因の分析等を行う。 

（３） 専門部会は、調査結果に基づき、スタッフ、組織などの体制面の課題、対応・支援の

あり方など運営面の課題等を明らかにし、再発防止のために必要な施策の見直しを検討

する。 

（４） プライバシー保護の観点から、会議は非公開とすることができるが、審議の概要及び

提言を含む報告書は公表するものとする。 

（５） 検証の具体的な進め方については、「地方公共団体における児童虐待による死亡事例

等の検証について」（平成２０年３月１４日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

通知）に準拠して行うものとする。 

 

７ 報告等 

（１） 専門部会は、検証結果とともに、再発防止のための提言をまとめ、県に報告するもの

とする。 

（２） 県は、専門部会の報告を公表するとともに、報告を踏まえた措置の内容及び当該措置

の実施状況について、専門部会に報告するものとする。 

（３） 県は、専門部会の報告を踏まえ、必要に応じ、関係機関に対し指導を行うとともに、

市町村に対して技術的助言を行う。 

 

８ 施行期日 

  この要綱は、平成２１年５月２５日から施行する。 



群馬県社会福祉審議会児童福祉専門分科会部会運営要領

（趣旨）
第１条 群馬県社会福祉審議会（以下「審議会」という。）児童福祉専門分科会の中に、
次の部会を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
（１）児童措置・虐待対応専門部会
（２）里親等審査専門部会

（委員）
第２条 部会の委員は、それぞれ５名とし、審議会の委員又は臨時委員の中から審議会委
員長が指名するものとする。

（組織）
第３条 部会に部会長、副部会長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 部会長は、その部会の会務を総理する。部会長に事故があるときは、副部会長が、
その職務を代理する。

（委員の任期）
第４条 委員の任期は、審議会の委員及び臨時委員としての任期とする。
２ 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（運営）
第５条 部会は、部会長が召集する。
２ 部会長は、必要と認めるときは構成員以外の者の出席を求めることができる。

（所掌事項）
第６条 各部会の所掌事項は次のとおりとする。
（１） 児童措置・虐待対応専門部会

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第６項及び児童福祉法施行令
（昭和２３年政令第７４号）第３２条に規定する児童の措置に関する事項、児童福
祉法第３３条の１５第３項及び第４項に規定する被措置児童等虐待に関する事項並
びに児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第４条第５項に規
定する児童虐待対応に関する事項の調査審議

（２）里親等審査専門部会
児童福祉法施行令第２９条の規定に関する調査審議

（会議及び議決）
第７条 部会は、委員総数の２分の１以上の出席がなければ、会議を開き議決することが

できない。
２ 部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、部会長の決
するところによる。

（権限の委任）
第８条 審議会は、次の表に掲げる意見の答申につき、部会にその権限を委任する。

児童措置・虐待対応 児童福祉法第２７条第６項及び児童福祉法施行令第３２条第１
専門部会 項の規定による知事の諮問事項についての意見に関すること

里親等審査専門部会 児童福祉法施行令第２９条の規定による知事の諮問事項につい
ての意見に関すること

（答申）
第９条 部会は、審議会名を用いて前条に規定する意見を答申することができる。

（報告）
第10条 部会長は、前条に規定する意見を答申したときは、次に開催される審議会に報告
しなければならない。

（その他）
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、審議会においてこれを定める。

附則
この要領は平成１０年 ４月 １日から施行する。
この要領は平成１２年 ４月 １日から施行する。
この要領は平成２０年１２月２４日から施行する。
この要領は平成２１年 ５月 １日から施行する。
この要領は平成２４年 ４月 １日から施行する。
この要領は平成３０年 ４月 ２日から施行する。



【検証組織の構成】

＜委員＞

役 職 氏 名 職 業

部会長 小川 惠子 群馬県看護協会監事

委 員 荒川 浩一 群馬大学大学院教授

委 員 齋藤 ソノ子 大泉保育福祉専門学校校長

委 員 千葉 千恵美 高崎健康福祉大学教授

＜アドバイザー＞

役 職 氏 名 職 業

アドバイザー 舩戸 いずみ 弁護士


